
本年度も脱炭素社会の実現に向け、省エネ設備等を導入する中小企業
等に対し、費用補助事業を実施します。
また、省エネ設備等の導入をお考えの該当事業様をご存じでしたら、
本補助金についてお知らせいただけると幸いです。

令和8年度北九州市中小企業の3E-Action
（省エネ・創エネ・蓄エネ）応援事業補助金募集のお知らせ

補助金の概要や注意事項等について説明しますので、該当の設備導入を
ご検討の方はぜひ、ご参加ください。

QRコード先の申込みフォームより、

お申し込みください。参加費は無料です。

日時・場所

＜締切＞

5/25(月)

令和8年5月27日（水）

10：00～11：30
北九州商工会議所 9階ホール

小倉北区紺屋町13-1
毎日西部会館

TEL ：093-541-0192

Mail：senmon@kitakyushucci.or.jp＜お問い合わせ＞
北九州商工会議所専門相談センター
担当：後藤

北九州商工会議所

補助対象事業・補助額

自家消費型太陽光発電設備 → パワコン出力（kw）あたり7万円以内
小型風力発電設備及び蓄電池 → 補助対象経費の3分の1以内Ⓐ

Ⓑトップランナー基準達成等のエネルギー関連設備（高効率ボイラなど）
→ 補助対象経費の合計額の3分の1以内

Ⓒ
電動車（EVおよびPHV・PHEV）とV2H充放電器or充電器のセット導入
→電動車とV2H充放電器、急速充電器（上限40万）、充電器（上限20万）

※V2H充放電器・充電器を導入済みの場合、電動車の単独申請可能

合計で最大500万円まで
（太陽光発電設備と蓄電池のセット導入は最大600万円）

事前説明会を開催いたします！！

詳細はこちら→

お申し込み方法
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